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○都市公園法 
昭和三十一年四月二十日法律第七十九号 

          〔総理・大蔵・厚生・建設大臣署名〕 
平成二三年 八月三〇日号外法律第一〇五号〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律一〇三条による改正〕 
都市公園法をここに公布する。 

都市公園法 
目次 

第一章 総則 (第一条・第二条) 
第二章 都市公園の設置及び管理 (第二条の二―第十九条) 
第三章 立体都市公園 (第二十条―第二十六条) 
第四章 監督 (第二十七条・第二十八条) 
第五章 雑則 (第二十九条―第三十六条) 
第六章 罰則 (第三十七条―第四十一条) 
附則 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福

祉の増進に資することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該

公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 

一 都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において

同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域

内において設置する公園又は緑地 

二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの 

イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するも

のを除く。) 

ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設

置する都市計画施設である公園又は緑地 

２ この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施

設をいう。 

一 園路及び広場 

二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 

三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの 

四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの 

五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの 

六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの 

七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの 

八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの 

九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの 

３ 次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。 

一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定により決定された国立公園又は国定公園に関する公園計画に

基いて設けられる施設(以下「国立公園又は国定公園の施設」という。)たる公園又は緑地 

二 自然公園法の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地 

第二章 都市公園の設置及び管理 

(都市公園の設置) 

第二条の二 都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都

市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。 
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(都市公園の管理) 

第二条の三 都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都

市公園にあつては国土交通大臣が行う。 

(都市公園の設置基準) 

第三条 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。 

２ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画(地方公共団体の設置に係る都市公園の

整備の方針が定められているものに限る。)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を設置する

場合においては、当該都市公園の設置は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとす

る。 

３ 国が設置する都市公園(第二条第一項第二号ロに該当するものを除く。)については、政令で定める都市公園の配置、

規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。 

(公園施設の設置基準) 

第四条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規

定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)

の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例

で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二)を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合そ

の他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例

で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。 

２ 前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。 

(公園管理者以外の者の公園施設の設置等) 

第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設

を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定め

る事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しよう

とするときも、同様とする。 

２ 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をす

ることができる。 

一 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの 

二 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの 

３ 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの

期間についても、同様とする。 

 

以 下 省 略 


